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内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育
持持ち物　備備考　注注意事項　提提出　配配布　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　予予約

祝日、休日の受付・相談はありません。
秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則１回
場�市役所１階市民相談室１０１・１０２
問広報広聴課
℡０６－６９９２－１３５３、１３５６

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
▼弁護士※予
（１人３０分・先着１4人）
毎週木曜日１３：００～１６：３０
▼司法書士※予
（１人３０分・先着8人）
第２・３・4火曜日１３：００～１５：００
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記、供託・測量・境界・分筆など
▼司法書士・土地家屋調査士※予
（１人３０分・先着各4人）
第２水曜日１３：００～１５：００
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
▼税理士※予
（１人３０分・先着６人）
第２金曜日１３：００～１６：００
行政書士相談･･･成年後見・各種契約
書の作成など
▼行政書士※予
(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００
不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動
産の活用など
▼宅地建物取引士※予
(１人３０分・先着６人)
第１火曜日１３：００～１６：００

※予上記いずれも相談日の１週間前
（休日の時は翌開庁日）１３：００から電
話受付

行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
▼行政相談委員予前日までに
第4火曜日１０：００～１２：００

市民相談（3月分） 国
民
健
康
保
険
の
加
入・脱
退
の

�

届
出
は
１４
日
以
内
に

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
へ
の
加
入
ま
た
は
脱
退
の
届
出

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
出
は
、

該
当
し
た
日
か
ら
１４
日
以
内
に
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

加
入
の
届
出
が
必
要
な
場
合　

▽�

退
職
な
ど
で
会
社
の
健
康
保
険
を
脱
退
し

た
場
合（
脱
退
に
よ
り
、被
扶
養
者
で
あ
っ

た
人
が
被
扶
養
者
か
ら
外
れ
る
場
合
も
届

出
が
必
要
）

▽
生
活
保
護
が
廃
止
さ
れ
た
場
合

注�

▽
１４
日
以
内
に
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
場

合
は
、
加
入
の
届
出
が
必
要
な
場
合
に
該

当
し
た
日
か
ら
届
出
を
行
っ
た
日
の
前
日

ま
で
に
か
か
っ
た
医
療
費
が
全
額
自
己
負

担（
１０
割
負
担
）と
な
り
ま
す（
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
）。

▽�

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、
届
出
が
遅
れ

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
加
入
の
届
出
が
必

要
な
場
合
に
該
当
し
た
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
発
生
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
保
険

料
も
、
加
入
の
届
出
が
必
要
な
場
合
に
該

当
し
た
月
の
分
か
ら
納
付
し
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

脱
退
の
届
出
が
必
要
な
場
合　

▽�

就
職
な
ど
で
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合（
加
入
に
よ
り
、
新
た
に
被
扶
養

者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
場
合
も
届
出
が
必

要
）

▽
生
活
保
護
が
開
始
さ
れ
た
場
合

春
季
火
災
予
防
運
動

�

３
月
１
日
～
７
日

ひ
と
つ
ず
つ���

い
い
ね
！
で
確
認���

火
の
用

心
　
春
季
火
災
予
防
運
動
に
伴
い
、
消
防
署
で

は
次
の
事
業
を
行
い
ま
す
。

▽�

消
防
職
員
に
よ
る
各
家
庭
へ
の
住
宅
防
火

診
断

▽�

不
特
定
多
数
の
人
が
出
入
り
す
る
場
所
の

立
入
検
査

▽
消
防
車
に
よ
る
巡
回
広
報

　
ま
た
、
こ
の
運
動
を
機
会
に
、
火
災
予
防

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▽�

寝
た
ば
こ
や
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
を
し
て

い
な
い
か
。

▽�

コ
ン
ロ
か
ら
離
れ
る
時
は
、
火
を
消
し
て

い
る
か
。

▽�
電
気
器
具
は
正
し
く
使
い
、
た
こ
足
配
線

は
し
て
い
な
い
か
。

▽�

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
て
い
る

か
。ま
た
、作
動
点
検
を
行
っ
て
い
る
か
。

問
守
口
消
防
署

℡�

０
６
・
６
９
９
３
・
０
１
１
９

注�

▽
脱
退
の
届
出
が
必
要
な
場
合
に
該
当
し

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
届
出
を
行
わ
ず

に
、
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
市
が
負
担
し

た
保
険
給
付
費
を
、
市
に
対
し
て
返
還
し

て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

�

▽
脱
退
の
届
出
を
行
う
ま
で
は
、
保
険
料

を
納
付
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、
届

出
後
の
精
算
に
よ
り
、
納
付
額
が
超
過
す

る
場
合
は
還
付
の
手
続
き
、
不
足
す
る
場

合
は
不
足
分
の
納
付
を
行
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預
金
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

例
月
出
納
検
査
の
結
果

　
１２
月
分
例
月
出
納
検
査
は
、１
月
２２
日
に
、

高
瀬
久
美
子
、
久
保
篤
彦
の
各
監
査
委
員
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
正
確
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。

問
監
査
委
員
事
務
局

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
７
９
５

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る
登
記
相
談

　
こ
れ
ま
で
毎
月
第
２
水
曜
日
に
実
施
し
て

い
た
土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る
登
記
相
談

は
、
３
月
１１
日（
水
）の
開
催
を
も
っ
て
終
了

と
な
り
ま
す
。
司
法
書
士
に
よ
る
登
記
相
談

は
従
来
通
り
行
い
ま
す
。

予�

３
月
４
日（
水
）午
後
１
時
か
ら
電
話
で

問
広
報
広
聴
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
３
５
３

　
以
降
の
測
量・境
界・表
示
登
記
な
ど
に
関

す
る
相
談
は
、
大
阪
土
地
家
屋
調
査
士
会
が

行
っ
て
い
る
無
料
相
談
会
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

時
毎
週
水
曜
日
午
後
１
時
～
３
時

場�

大
阪
法
務
局（
大
阪
市
中
央
区
谷
町
２－

１－

１７
）２
階

注�

１
人
３０
分・先
着
順
４
人（
予
約
不
可
）

問
大
阪
土
地
家
屋
調
査
士
会

℡�

０
６
・
６
９
４
２
・
３
３
３
０

応
急
手
当

　
突
然
、
目
の
前
で
怪
我
を
し
た
人
、
あ
る

い
は
、
病
気
で
倒
れ
た
人
を
助
け
る
手
当
を

応
急
手
当
と
い
い
、
心
肺
蘇
生
法
や
止
血
、

異
物
の
除
去
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
救
急
車
が
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
、
全

国
平
均
約
８
．６
分
間
か
か
り
ま
す
。
救
急

車
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
何
も
せ
ず
に
た

だ
助
け
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
ば
に
居
合

わ
せ
た
人
が
応
急
手
当
を
す
る
こ
と
は
、
そ

の
後
の
生
存
率
や
社
会
復
帰
率
の
向
上
に
大

き
く
影
響
し
ま
す
。

　
消
防
本
部
で
は
応
急
手
当
を
学
ぶ
た
め
の

救
命
講
習
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
勇
気
あ
る
一
歩
で
、
救
え
る
命

が
あ
り
ま
す
。

問�

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防
本
部
特
別

救
助
隊

℡�

０
６
・
６
９
０
６
・
１
３
０
６

国民健康保険・後期高齢者医療制度　平日夜間・休日窓口開庁のお知らせ

令和元年消防概況について

　保険課、保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。国民健康保険の加入・脱退の届出や
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来庁が難しい人は利用してください。
　なお、納付相談は電話での対応も可能です。
平日夜間　３月２３日(月)・２4日(火)・２６日(木)・２７日(金)いずれも１７：３０～２０：００
休　　日　３月２９日(日)９：００～１３：００
注�平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務
があります。

場・問保険課���℡０６－６９９２－１５4５���場・問保険収納課���℡０６－６９９２－１５３７

問守口市門真市消防組合消防本部総務課総務係��℡０６－６９０６－１１２３
火災概況（守口署管内）

区分 令和元年 平成３０年 増・減
（△は減）

火
災
件
数

建物
火災 ２５ ２３ ２

車両
火災 ３ ３ ０

その
他火
災

２ ５ △�３

合計 ３０ ３１ △�１
焼損床面
積（㎡） ２,５５６ ７０4 １,8５２

焼損表面
積（㎡） １88 １０７ 8１

焼損棟数
（棟） ５8 4２ １６

損害額
（千円） ２１4,５９8 １２６,７１７ 8７,88１

り災世帯 ６９ 4０ ２９
り災人員 １５０ 8２ ６8
死者数 ６ ３ ３
負傷者数 8 １０ △�２

火災原因
ワースト３

１　こんろ、放火（疑い含む）・・５
２　たばこ、配線器具・・・・・・・・4
３　電気装置・・・・・・・・・・・・・・・２

注�令和元年については、調査中の項目があり
ます。

救急概況（守口署管内）

種別
出場件数 搬送人員
令和
元年

平成
３０年

令和
元年

平成
３０年

火災 ２３ ２５� ６� １０�
自然
災害 １ １９� １� １６�

水難 ３ 8� ー ２�
交通 ６8１ ６９8� ６１６� ６２７�
労働
災害 8２ ７３� 8１� ７２�

運動
競技 4９ ６０� 4９� ５8�

一般
負傷 １,4２０ １,３７６� １,２６６� １,２３６�

加害 4５ ５７� ３4� 4３�
自損
行為 ６５ ７５� 4６� ５７�

急病 ６,５００ ６,２０２� ５,88５� ５,６５７�

そ
の
他

転院
搬送 4６２� 4０２� 4６２� ３９９�

医師
搬送 ー ー ー ー

資機
材搬
送

ー ー ー ー

その
他 １4６ １44� １２� １8�

合計 ９,4７７� ９,１３９� 8,4５8� 8,１９５�


